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北海道立学校における学校運営協議会の
設置等に関する教育委員会規則について

別紙資料



北海道釧路養護学校
学校運営協議会規約

別紙資料



会長及び副会長の選任

北海道釧路養護学校 学校運営協議会規約：（会長及び副会長）

第11条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ１人置く。
２ 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、教育員会規則第４条第１項

第５号に規定する者である委員は、会長又は副会長となることができない。
３ 会長は、会務を総理する。
４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。

北海道釧路養護学校 学校運営協議会規約



北海道釧路養護学校
運営協議会の設置について

コミュニティ・スクールへ



令和２年度（２０２０年度）第１回 学校運営協議会

令和２年９月８日（火）



コミュニティ・スクール」とは

（１）「コミュニティ・スクール」とは、「学校運営協議会制度を導入した学校」をいう。

（２）「学校運営協議会制度」は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下、「地教

行法」）第47条の６」に規定されている。

（３）「学校運営協議会」は、学校が地域住民や保護者と教育目標を共有し、組織的・継続的な

連携を可能とする法律に基づいた仕組みであり、学校の教育目標や、ビジョンを学校と共

有すると共に、教育委員会や校長に意見を述べることができる一定の権限を有する合議制

の機関である。

（４）「学校運営協議会」の主な役割としては、「校長が作成する学校運営の基本方針を承認す

る。」ことが第一義的な事項であり、「学校運営について、教育委員会又は校長に意見を

述べることができる。」、「教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項につい

て、教育委員会に意見を述べることができる。」とされている。

（５）「コミュニティ・スクール」は、「地域住民等が学校運営に参画し、学校を応援する仕組

みである。」とも言われている。



（１） 校長や特定の教職員の異動があっても、学校運営協議会によって
地域との組織的な連携・協働体制がそのまま継続できる「持続可能
な仕組み」である。

（２）学校運営協議会や熟議等を通して、子供たちがどのような課題を
抱えているのか、地域でどのような子供を育てていくのか、何を実
現していくのかという「目標・ビジョンを共有」できる。

（３）校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や
地域、子供たちが抱える課題に対して関係者がみな当事者意識を持
ち、「役割分担をもって連携・協働による取組」ができる。

コミュニティ・スクール」の導入のメリット



北海道釧路養護学校は、養護学校が義務化になった昭和５４年に開
校し、今年で４2年目を迎える歴史のある特別支援学校です。これまで
の教育実践を踏まえつつ、幼児児童生徒が、能力や可能性を伸ばし、
自立や社会 参加が図られるよう、一人一人の教育的ニーズに応じた専
門性の高い 教育の充実と推進に誠実に取り組んできたこと。

北海道教育委員会は、北海道教育委員会の所管行政の執行に関する
主要な方針に、「日本は、令和という新たな時代が始まり＊
society5.0の到来が予想されるなど、急激な社会変化が進む中で、北
海道は、人口減少やグローバル化へ的確に対応しながら、変化を先取
りにした改革を進める。」ことを掲げていること。



釧路養護学校のある、釧路市は、「釧路湿原」「阿寒摩周」の二つの国立

公園をはじめとする雄大な自然があり、東北海道の中核・拠点都市として社

会、経済、文化の中心的な機能を担い、酪農や林業、水産業など、日本の食

料基地といえる地域であります。大規模な食品・製薬工場や製紙工場のほか、

全国唯一の石炭鉱業所が操業しており地域の主力産業として地域経済の核と

なっています。これらの地域産業を支えているのが重要港湾釧路港や釧路空

港であり、北海道横断自動車道(高速道路)の完成により今後、物流機能が高

まるものと期待されている。



釧路市の令和元年（2019年）12月末現在の人口（住民基本台帳によ

る）は16万8086人となり、この１年間で2278人減少する等急激な（2020

年02月03日釧路新聞掲載）人口減少が進んでいます。また、根釧地域は、

十勝沖から択捉島沖までを含む千島海溝沿いを震源域とした大地震が数多く

発生している地域であり、今後も大規模な地震の発生が高い確率（政府：地

震調査研究推進本部）で予測されている。



よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという
理念）の基で「社会に開かれた教育課程の実現」を理解し、
学校の中でどのように実現していくのか、必要な教育内容を
どのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるよ
うにするのかを明確にすることが重要である。



「今の生活、将来の生活を見据え、キャリア発達の視点から、小・中・
高・寄宿舎の一貫性や連続性を図り、自立し、豊かな生活を営むための
働く喜びや働く力を育てる教育の推進」

①社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の

様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図る
ことが重要である。

②障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに 生きることが
できるよう、地域の同世代の子どもや人々との交流等を通して、地域での生活基盤を形成する
ことが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要
である。

③ 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や
子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基盤を作ってい
くことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくこ
とはインクルーシブな社会の構築につながる.



このようなことから、基本的な方向性として、障害のある子どもたち
が地域での生活基盤を形成できるよう、学校が所在し、在籍する子ども
たちが生活する地域の特性を十分にふまえ、学校と地域が協働していく
ための仕組みを作っていくことが必要であり、その仕組みとしてコミュ
ニティ・スクールを導入することは有効な方策として考えている。

このことから開校から42年の歴史ある釧路養護学校は、時代の変化や環境の変化に
対応しながら、これまで以上に地域にある学校としての存在価値高めていくことが重
要な課題であると考えられる。
このような課題を地域と一体となって解決していく体制を整えていくためには、課

題解決のための考え方や、ビジョンを共有し、それぞれが役割を担い、協働できる人
によって構成される「コミュニティ・スクール」の取り組みが重要になる。



北海道釧路養護学校

「学校運営協議会」設置の目的・基本方針
① 学校と「根釧地域」が連携・協働し、地域社会全
体の様々な機能を活用した教育活動の推進に努める。

②「根釧地域」において生徒が自立し社会参加できる
環境の整備（ネットワークの構築）に努める。

③「根釧地域」において特別支援教育及び本校教育活
動の理解、障がい者理解の促進に努める。



(1) 組織図・構成図

学校運営協議会
事務局

（ＣＳ推進委員会）

北海道釧路養護学校
学校運営協議会

学校支援部会 学校評価部会

１ 地域住民の代表 ２ 教育関係者
３ 福祉関係者 ４ 関係機関
５ 保 護 者
６ その他、校長が必要と認める者
７ 主幹教諭 学部主事 教務主任、地域支援部長

１ 本校職員

２ その他、校長が必要と認める者

連携連携



「学校運営協議会」年間活動計画（案）について

学校運営協議会 学校支援部会 学校評価部会

第１回運営協議会
○学校運営について
・学校運営等に関する基本方針の承認

第2回運営協議会

○学校経営状況の説明

・次年度の教職員配置の考え方

第２回部会
・地域と連携した学校行事・
教育活動等の実施について

第２回部会

・学校評価推進計画
（学校評価の実施について）

第３回運営協議会
○学校経営状況の説明
・学校評価を受けた次年度の経営の重
点等について

第３回部会
・地域と連携した学校行事・

教育活動等の充実ための具

体的な方策について

第３回部会
・年度の学校評価結果と対応策
について



学校評議員について

「北海道立学校管理規則」（第８条の３）で、「道立学校に、
学校評議員を置くものとする。ただし、北海道立学校における
学校運営協議会の設置等に関する教育委員会規則（平成24年北
海道教育委員会規則第３号）の規定に基づく学校運営協議会を
設置する道立学校にあっては、この限りでない。」とされてい
る。

この規定に基づき、本校では、学校評議員の機能・役割を
「学校運営協議会」に移行する。

*なお、｢学校運営協議会」の運営は、「学校評議員」の役割や機能・会議内容をベースに考えすすめ、
今後「学校運営協議会」、｢部会」の開催を重ねながら、会議の在り方、内容について検討し、変更
していく。



学校経営方針の概要

学校長より説明・協議



会 長 挨 拶




